
 

●入校の申込はいつでもできますか？ 

・ 入校の申込・お問合せは 月曜日～金曜日 AM９:30～PM7:20 

                   土曜日 AM9:30～PM5:20 までに 受付は TEL・メールでも OK です。 

●入校日は決まっていますか？ 

・ 毎週水曜日 土曜日です。（9 時 20 分までにおいでください。） ・ 

   (都合により変更できますのでお問い合わせください。） 

●送迎バスはどのあたりまで行ってますか？ 

・ 通学に便利な無料スクールバスが市内を循環します。各所から自由にご利用いただけます 

●教習料金はどれくらいかかりますか？支払方法は？ 

・ 教習料金については、「料金表」がありますので、そちらをご覧ください。 

・ ローンのご利用もできます。ローンのご利用の場合は、ローン会社の審査が必要になります 

 

●入校のとき、何が必要ですか？ 

・ 本籍地の入った住民票１通（すでに運転免許証のある方は、その免許証） 

・ 身分証明に必要なものとして、健康保険証・パスポート・学生証など。 

・ 眼鏡やコンタクトの必要な方は、持参してください。 

 

●どれ位の期間で取得できますか？ 

・ 個人差もありますが、いつでも来ていただける方で約 1 ヶ月くらいを目安にして下さい。 

・ 但し、昼間は働いているという方、時間がうまく調整できない方は、お気軽にご相談ください。 

 

●学科が丌安なのですが、免許を取れるでしょうか？ 

・もちろんだいじょうぶです。担当の指導員やスタッフみんなでアドバイスをしますし、パソコンを 

 使って好きな時間に自由に勉強ができます。            

 

●小さな子供がいますが大丈夫でしょうか？ 

・小さなお子様のいらっしゃる方も安心して教習を受けていただけます。 

 

●高齢なのですが、免許取得は可能ですか？ 

・ もちろんです。これまでにもたくさんの方がチャレンジされて喜ばれています。 

 丌安な事は沢山あるとは思うのですが、思い切ってはじめてみてください。 

 スタッフ全員でサポートいたします。 

 

●教習所は怖いというイメージがありますが… 

・ 確かに 10 年以上前までは、その様な“教えている”というイメージもあったかもしれませんが、 

  今では“教習生はお客様”という概念に変化してきています。 

・ 当出水自動車教習所でも「明るく、優しく、親切、丁寧に」を、モットーとして指導しております 

  自動車や二輪車は、一つ操作方法を誤れば人命に関わりますので、徹底した安全運転 

  指導を行う為には、思いやりの心で、厳しく指導させていただく事もあると思います。 
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●方向音痴で道路を覚えるのが苦手で丌安です。？ 

・ 知らない道を走るのは丌安ですよね。そんな方のためにも路上教習で走行するオリジナルの 

  地図をお渡しします。もちろん教習中も指導員が道案内をいたします。 

●自動車学校と自動車教習所はどこが違うのですか？ 

・公安委員会の指定自動車教習所（学校）であれば、名称の違いだけで中身の違いはありません。 

 

●AT 車と MT 車の、どちらで取得する方がいいのでしょうか？ 

保有免許/教習車種 
MT 車 AT 車 

学科（時限） 技能（時限） 学科（時限） 技能（時限） 

なし・原付 26 34 26 31 

自動二輪（普通・大型） ２ 32 ２ 29 

○ MT 車で取得しますと MT 車と AT 車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転でき

ます。 

○ AT 車で取得しますと AT 車と小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。 

 

○ AT 車で免許取得後に、MT 車を運転する事ができる様になるための(限定解除）教習

もございます。 

 

◆ 当所は鹿児島県公安委員会の指定自動車教習所ですから、卒業者はすべての都道府県で技能試験が 

免除されます 

http://www.tsukinowa.co.jp/qa/qa_a12.html
http://www.tsukinowa.co.jp/qa/qa_a12.html
http://www.tsukinowa.co.jp/qa/qa_a12.html

